
平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
提
出

質

問

第

三

一

三

号

公
益
法
人
に
お
け
る
旧
主
務
官
庁
出
身
理
事
数
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

武

正

�

一
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公
益
法
人
に
お
け
る
旧
主
務
官
庁
出
身
理
事
数
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

麻
生
総
理
は
、
平
成
二
〇
年
一
〇
月
八
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
「
公
益
法
人
に
お
け
る
所
管
官
庁
出
身
常
勤
理
事
数
が
三

分
の
一
を
超
え
る
再
就
職
天
下
り
に
つ
い
て
は
見
直
し
を
検
討
す
る
」
と
明
言
し
た
が
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

一

総
理
か
ら
見
直
し
の
指
示
を
官
房
長
官
が
受
け
て
具
体
的
に
関
係
省
庁
な
ど
を
集
め
会
議
を
行
っ
た
の
は
い
つ
で
、
呼
ば

れ
た
の
は
ど
こ
の
省
庁
の
ど
の
部
署
か
。

二

そ
の
と
き
の
会
議
（
複
数
回
な
ら
ば
そ
れ
ら
を
含
め
）
と
し
て
の
結
論
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

三

そ
の
結
論
は
、
い
つ
誰
か
ら
総
理
に
報
告
さ
れ
た
の
か
。

四

そ
の
結
論
に
達
し
た
理
由
は
な
ぜ
か
。

五

平
成
一
八
年
八
月
一
五
日
一
部
改
正
の
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
」
中
「
�
、
機
関

�
理
事
及
び
理
事
会

�
所
管
官
庁
出
身
者
は
理
事
現
在
数
の
三
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
」
は
、
本
年
一
二
月
一
日
以
降

届
出
・
認
可
さ
れ
る
新
た
な
公
益
・
一
般
の
法
人
に
は
適
用
さ
れ
る
の
か
。

六

適
用
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
」
は
本
年
一
二
月
一
日
以
降
届

出
・
認
可
さ
れ
る
新
た
な
公
益
・
一
般
の
法
人
向
け
に
作
り
直
す
の
か
。

一



七

公
益
法
人
認
定
法
第
五
条
第
一
一
号
関
係
「
他
の
同
一
の
団
体
」
に
は
旧
主
務
官
庁
か
ら
の
現
役
出
向
及
び
再
就
職
に
つ

い
て
は
含
ま
れ
る
の
か
。

八

公
益
法
人
の
主
務
官
庁
は
行
政
庁
と
し
て
す
べ
て
内
閣
府
に
変
わ
っ
た
と
し
て
も
旧
主
務
官
庁
と
の
つ
な
が
り
は
人
事
や

補
助
金
等
で
継
続
し
て
い
る
の
だ
か
ら
「
旧
主
務
官
庁
か
ら
の
再
就
職
は
三
分
の
一
以
下
に
抑
え
る
」
と
い
う
項
目
を
公
益

性
の
認
定
基
準
に
加
え
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

九

公
益
法
人
が
旧
主
務
官
庁
と
人
事
や
補
助
金
を
通
じ
た
特
定
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
公
益
性
の
阻
害
要
因
と
考
え
る

が
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


